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融
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節
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近
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」ー，、

代
的
運
輸
機
闘
が
未
発
達
の
時
代
に
お
付
る
河
川
舟
還
の
重
要
さ
は
、
今
夏
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
都
市
を
中
心
、
と
し

た
商
品
流
通
が
殻
濯
し
て
き
た
近
世
に
於
て
は
、
内
陸
に
お
け
る
地
方
物
産
の
大
量
輸
送
巳
は
川
般
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

近
世
初
期
に
は
、
官
士
川
・
天
龍
川

保
津
川
・
高
瀬
川
等
多
く
の
河
川
が
開
撃
さ
れ
、
舟
還
を
業
と
す
る
者
も
多
く
生
じ
で
き
た
り

で
あ
る
が
、
近
畿
地
方
の
欣
態
を
み
る
と
、
営
時
最
も
発
達
し
て
い
た
の
は
淀
川
筋
の
舟
運
で
あ
る
。
伏
見
犬
阪
聞
を
上
下
す
る
過

書
舶
の
外
に
、
宇
治
川
・
桂
川

高
潮
川
山
域
川
一
等
多
く
の
枝
川
に
も
舟
運
が
通
じ
、
流
域
各
地
の
物
産
が
京
阪
に
搬
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
と
の
小
論
に
と
り
あ
げ
た
木
津
川
も
淀
川
の
一
枝
川
で
あ
り
、
淀
川
舟
運
全
般
か
ら
み
れ
ば
、

「
小
廻
し
場
所
」
の
一
つ

に
池
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
山
城
闘
相
築
地
方
、
さ
ら
に
そ
の
奥
地
た
る
伊
賀
悶
上
野
や
江
州
信
梨
郷
等
に
と
っ
て
は
、
京
阪

地
方
へ
の
唯
一
の
-
交
通
路
で
あ
っ
た
。
淀
川
筋
か
ら
相
喋
郡
大
河
原
村
ま
で
は
早
く
か
ら
舟
運
の
便
が
あ
り
、
人
馬
及
び
地
方
物
産
た

る
薪
茨
石
材
穀
類
等
を
京
都
や
大
阪
に
運
漕
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
沿
岸
町
村
に
は
舟
運
業
に
よ
っ
て
生
活
す
る
者
も
多
か

d
も
あ
ら

ρ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
黒
羽
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
幕
末
に
は
木
津
川
筋
六
ケ
潰
〔
久
世
郡
」
孔
陀
相
柴
郡
吐
師
村
、
木
津
村
、
加
茂
村
、

瓶
原
郷
‘
笠
置
村
)
の
上
荷
船
七
十
八
艇
が
、
淀
二
十
石
般
と
な
ら
ん
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

て
ま
と
め
た
の
が
此
の
小
稀
で
あ
る
。

今
回
」
ハ
ケ
演
の
一
た
る
瓶
底
郷
河
原
村
山
石
井
家
文
書
を
み
る
機
曾
を
得
、
堀
江
教
授
の
御
指
導
の
下
に
、
舟
運
開
係
の
み
に
つ
い

石
井
家
は
、
近
世
後
期
に
は
小
作
米
間
十
七
石
を
牧
納
す
る
地
主
で
あ
っ
て
、

酒
造
業
を
か

ね
、
舟
株
九
つ
を
も
併
有
し
た
索
農
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
、
庄
屋
役
を
も
勤
め
て
き
た
家
柄
で
あ
る
。
こ
の
家
に
俸
は
る
文
書
を
中
心

に
し
て
、
若
干
の
資
料
を
他
か
ら
補
っ
た
に
過
ぎ
な
い
た
め
に
、
明
確
に
は
断
定
し
得
な
い
点
も
多
く
、
ま
こ
と
に
不
充
分
な
論
老
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
后
費
料
採
取
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
い
た
い
。

自主

(1) 

相
撲
郡
誌
、
大
正
九
年
、
京
都
府
教
育
曾
相
紫
郡
支
部
曾



ロ)

近
世
交
通
史
研
究
、
黒
羽
兵
治
郎

一
近
世
前
期
の
木
津
川
舟
運

木
神
川
は
、
古
〈
は
泉
川
、
中
世
に
は
山
肱
川
等
と
稽
さ
れ
、
そ
の
沿
岸
地
域
は
畿
内
の
中

で
も
特
に
且
〈
か
ら
関
税
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。
一
太
平
の
庭
部
恭
仁
京
や
古
歌
に
知
ら
れ
る
瓶
原
(
三
呑
原
)
の
時
代
は
暫
く
お
き
、

中
世
の
村
落
勲
況
を
推
察
L
う
る
も
の
に
、
鎌
倉
湖
、
貞
鷹
元
年
に
開
盤
さ
れ
た
瓶
底
織
の
「
大
井
手
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
大
井
手
」

は
木
津
川
の
枝
流
た
る
和
東
川
を
堰
止
め
、
幅
一
聞
の
水
路
の
延
長
三
千
七
百
五
十
問
、
瓶
原
郷
一
体
の
畑
地
を
水
田
と
化
し
た
も
の

1 

地
万
経
神
の
数
民
と
舟
運
業

で
あ
る
。
此
の
開
畿
は
瓶
原
郷
海
佐
山
寺
慈
心
上
人
の
指
導
と
中
世
土
豪
た
る
瓶
原
一
燥
の
賓
力
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
維
持
、
管
理
に
は
、
瓶
原
郷
の
惣
中
か
ら
十
六
人
の
「
井
手
守
」
株
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
惣
村
的
圏
結
が

維
持
さ
れ
て
き
た
。
「
井
手
守
」
株
の
百
削
除
は
「
根
本
百
姓
」
と
も
一
一
三
円
わ
れ
、
近
世
に
は
庄
屋
を
勤
め
た
家
筋
が
多
い
。
河
原
村
の
石

井
家
も
そ
の
一
つ
よ
い
あ
る
。
海
住
山
寺
や
土
豪
瓶
原
一
肢
は
中
世
末
に
は
哀
微
し
、
天
正
十
七
年
長
束
E
家
の
検
地
以
後
、
近
世
的
領

有
制
の
中
に
編
入
き
れ
、
瓶
原
郷
は
九
ケ
村
に
分
割
さ
れ
た
が
‘
「
大
井
手
」
を
中
心
と
す
る
慣
行
は
、
大
き
な
費
化
も
な
く
維
持
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
の
瓶
原
郷
九
ケ
村
の
村
高
合
計
二
千
四
百
五
十
飴
石
、
首
地
方
有
数
の
米
作
地
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

+ 
ラFマ

相
手
等
の
畑
作
物
も
み
ら
れ
る
。

和

東

郷

は

現

在

の

湯

船

団

和

束

の

四

ケ

村

に

ま

た

が

る

大

き

い

郷

で

あ

っ

た

。

杉

櫓

桐

等

の

良

材

を

多

く
産
品
L
、
薪
茨
茶
柿
松
茸
等
の
林
産
物
も
有
名
で
あ
っ
た
。
や
〉
時
代
が
下
る
が
、
元
文
年
聞
に
は
、
煎
茶
千
五
百

駄
、
桐
木
千
駄
、
薪
類
は
「
年
中
毎
白
百
七
八
十
駄
」
、
共
他
砥
石
等
A
T
合
し
て
、
年
々
五
万
八
千
駄
の
産
物
が
、
多
く
の
仲
買
の
手

東
和
東

中
和
東

柑
子
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近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
白
一
研
究

を
通
じ
て
舟
問
屋
か
ら
積
出
さ
れ
て
い
る
。
茶
は
夫
E
K
T
同
和
東
郷
原
山
村
に
茶
首
五
反
七
畝
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、
年
々
各
地

に
停
播
し
、
煎
茶
に
製
し
て
賓
却
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
嘉
武
年
間
で
は
貿
却
量
四
子
斤
と
も
い
は
れ
て
い
が
o
湯
柏
杉
等
の
木
材
は

第
七
十
三
省

一
六

O

第
二
競

外一

筏
に
組
ん
で
流
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
量
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

利
東
郷
の
奥
筋
な
る
江
州
甲
賀
郡
信
融
市
郷
の
産
物
は
和
束
郷
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
賓
永
年
問
、
信
梁
郷
十
八
ケ
村
で
は
、
一
一
烈
茶
稼

業
を
第
一
と

L
、
大
阪
へ
賓
却
し
て
年
貫
録
を
代
納
し
、
「
閏
畑
養
等
の
荷
物
」
〔
魚
肥
等
で
あ
ら
F

っ
か
〕
を
大
阪
か
ら
跨
入
し
て
い
る
。

共
他
桐
等
も
和
束
郷
を
通
じ
て
責
出
し
て
い

h
o

木
枠
川
本
諸
問
筋
に
臨
む
笠
置

大
百
原
等
は
、
現
今
で
も
耕
地
に
乏
し
い
山
村
で
あ
る
が
、
昔
時
に
お
い
て
も
材
木
・
竹
新
炭
等

の
撤
山
が
重
要
だ
あ
り
、
さ
ら
に
上
流
の
帝
賀
闘
よ
野
地
方
か
ら
の
物
産
搬
出
の
演
山

L
場
所
乙
し
で
も
要
地
で
あ
っ
た
。
角
倉
了
以

が
上
野
附
近
長
田
村
ま
で
川
を
深
へ
、
高
瀬
舟
二
十
恨
を
備
え
て
、
明
一
珊
瀧
に
中
機
所
を
設
け
た
と
い
う
の
か
、
こ
う
し
た
地
方
経
桝

の
発
展
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
は
、
笠
置
は
藤
堂
藩
、
大
河
原
等
は
柳
生
藩
に
編
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
領
内
の
材

木
を
入
札
梯
下
す
る
場
合
に
は
、
木
津
村
木
屋
村
其
の
他
各
地
か
ら
商
人
が
入
り
こ
ん
で
活
躍
し
て
い
か
。
ま
た
、
加
茂
郷
や
首
尾

郷
の
柿
(
赤
柿
き
ね
り
)
や
葺
等
も
起
源
が
古
〈
、
営
尾
柴
も
有
名
で
あ
っ
た
。

以
上
要
す
る
に
、
首
地
万
の
山
村
農
民
の
副
業
に
よ
る
畑
作
物
、
川
村
産
物
等
は
、
早
く
か
ら
商
品
と
し
て
京
阪
地
域
に
搬
出
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
現
物
買
阻
の
重
堅
下
に
あ
っ
た
水
田
農
村
よ
り
も
、
商
品
撤
出
は
か
え
っ
て
盛
ん
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
産
物
は
、
す
べ
て
木
津
川
舟
運
に
よ
っ
て
京
都
や
大
阪
に
搬
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
慶
長
八
年
、
徳
川
家
康

運
上
銀
を
納
め
て
い
た
こ

が
淀
温
童
同
船
仲
間
に
血
(
え
た
「
御
朱
印
欣
」
に
よ
る
と
、
木
梓
川
【
山
城
川
】
に
も
淀
過
書
般
が
上
下
し
、

と
が
明
ら
か
で
あ
お
。
即
ち
、
臨
時
的
な
御
用
役
柏
と
し
て
で
は
な
く
て
、
地
左
物
産
運
輸
機
関
と
し
て
、
過
害
枯
が
働
い
て
い
た
も



り
で
あ
る
o

但
し
、
こ
れ
は
淀
二
十
石
般
で
あ
っ
て
、
木
浄
川
筋
六
ケ
演
の
在
方
舟
持
に
よ
る
上
荷
舶
が
首
時
に
存
在
し
た
か
否
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
安
永
五
年
六
か
潰
惣
代
か
ら
、
過
書
舶
支
聞
方
た
る
木
村
角
倉
南
家
に
提
出
し
た
「
船
方
御
尊
ニ
付
申
上
候
書

「
上
荷
般
株
い
つ
比
，
g
始
り
侯
哉
と
是
迄
毎
度
御
毒
ね
之
義
も
御
座
侯
へ
共
、
申
上
候
遇
、
最
初
之
年
層
相
知
れ

不
申
健
」
と
遁
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
初
期
に
は
、
「
御
公
儀
御
役
般
」
を
勤
め
る
こ
と
に
土
っ
て
、
木
津
川
舟
涯
を
濁
占
せ
ん

と
す
る
在
方
舟
持
株
が
既
に
で
き
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
書
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
締
八
年
、
「
笠
置
村
加
茂
村
瓶
原

郷
ム
荷
加
持
共
」
か
ら
、
木
村
・
角
倉
雨
家
に
提
出
し
た
歎
願
書
に
よ
る
と
、
「
往
古

t
演
々
江
出
し
申
候
諸
荷
物
之
儀
、
御
公
儀
様

御
役
胎
相
勤
申
候
私
共
佑
へ
積
下
し
申
候
慮
:
・
(
中
略

γ
:今
般
新
法
成
義
仕
、
商
人
共
窓
ェ
筏
-
一
組
芝
、
剰
Z

筏
之
上
エ
人
等
を
乗

せ
、
亦
者
小
割
木
柴
等
茂
少

L

々
積
下
し
中
候
・
:
〔
後
略
)
:
目
」
と
そ
の
禁
止
方
を
願
出
で
て
、
そ
の
目
的
を
還
し
て
い
る
o

と
れ
は
、

，
大
河
原
村
の
仲
買
人
と
木
津
村
の
商
人
と
が
竹
筏
を
乗
下
し
た
こ
と
に
謝
す
る
上
荷
舶
の
潤
占
椿
の
主
張
で
あ
る
。

上
荷
舵
相
互
間
の
競
宰
の
一
例
に
は
、
賢
永
年
聞
の
木
屋
村
舟
問
屋
と
淀
船
方
ヱ
ハ
ケ
演
時
方
も
こ
れ
に
同
調
し
て
い
る
@
)
と
の
宰
論

が
あ
げ
ら
れ
る
。
木
時
間
村
舟
問
屋
は
「
禁
裏
御
料
役
船
」
と
し
て
、
禁
裏
御
料
た
る
和
東
郷
の
産
物
に
か
ぎ
り
額
出
し
を
許
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
央
筋
た
る
信
融
市
部
の
煎
茶
・
桐
木
等
も
取
扱
ひ
、
和
東
郷
内
の
荷
物
積
出
し
が
延
滞
し
た
こ
と
に
謝
し
て
、
和

東
郷
内
湯
船
村
等
の
村
方
か
ら
苦
情
が
出
る
と
共
に
、
淀
船
方
か
ら
は
「
公
儀
御
役
も
不
相
動
、
我
健
二
週
船
仕
間
敷
き
」
旨
の
宰
論

付
」
に
よ
っ
て
も
、

に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の

v

結
果
、
木
屋
村
舟
問
屋
庄
兵
衛
は
慮
罰
さ
れ
、
七
兵
衛
が
新
し
く
「
御
料
役
舶
」
を
勤
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
モ

L
て
、
和
束
郷
内
産
物
の
出
荷
は
自
由
と
な
り
、
木
屋
村
上
荷
舶
は
、
和
東
郷
内
産
物
の
中
で
、
木
屋
村
問
屋
に
集
荷

さ
れ
た
も
の
の
み
に
限
る
こ
と
、
信
梨
郷
其
他
、
他
領
産
出
の
荷
物
は
、
木
屋
村
演
に
出
荷
さ
れ
た
も
の
も
、
他
演
か
ら
の
借
般
に
よ

る
こ
と
、
木
農
村
演
の
問
屋
は
一
名
の
み
に
か
ぎ
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
の
一
研
究

第
七
十
二
魯

六

第

競

九
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か
く
て
、
木
津
川
筋
の
舟
運
業
は
、

「
御
公
儀
御
役
枯
」
を
勤
め
て
き
た
淀
二
十
石
船
及
び
六
ケ
演
上
荷
佑
が
担
問
占
樺
を
主
張
し
て

き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
封
建
的
秩
序
の
下
に
お
け
る
満
占
権
維
持
の
手
段
と
し
て
、
舟
株
制
度
が
生
成
を
み
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

六
F
潰
舟
株
の
生
成

八
鯉
・
吐
師
村
九
位
、
木
津
村
二
十
二
抽
出
(
外
に
渡
断
二
飽
〕
、
瓶
原
郷
六
般
、
加
茂
村
六
限
、
笠
置
村
十
七
値
、
合
計
七
十
八
般
と
な
っ

て
い
る
o

但
し
、
こ
の
船
敏
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
其
の
時
の
事
情
に
よ
っ
て
増
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
註
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
働
場
所
」
は
木
津
川
笠
置
演
か
ら
淀
・
伏
見
・
鳥
羽

2 

享
保
九
年
の
「
六
ケ
演
上
荷
柏
覚
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
蛍
時
の
概
況
を
遁
べ
よ
う
。
般
教
は
一
口
村
十

積
大
路

六
地
裁

宇
治
・
橋
本
の
聞
に
か
ぎ
ら
れ
、
「
地
頭

御
用
」
の
場
合
に
限
り
、
大
阪
紳
崎
ま
で
も
通
船
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
o

よ
荷
舶
の
大
き
さ
は
、
長
さ
凡
よ
五
、
六
問
、
幅

六
、
七
尺
で
あ
っ
て
、
積
荷
量
は
河
水
の
増
減
に
よ
っ
て
具
な
る
が
、
平
水
で
二
十
駄
を
普
通
と
し
た
o

運
賃
は
過
書
舶
に
準
じ
て
統

制
し
、
各
漬
か
ら
の
運
賃
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
笠
置
か
ら
淀

伏
見
ま
で
、
人
乗
貸
切
一
一
般
に
つ
き
銀
二
十
二
匁
、

荷
物
一
駄
に
つ
き
銀
二
匁
で
あ
っ
た
。
下
流
の
一
口
演
だ
け
は
、
居
浅
か
ら
の
出
荷
物
が
な
い
の
で
、
他
の
演
で
積
う
け
て
、
そ
の
潰

で
定
ま
っ
て
い
る
運
賃
を
う
け
と
っ
て
い
た
。
木
津
川
筋
以
外
か
ら
の
登
荷
物
は
、
淀
二
十
石
舶
が
濁
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
六

ケ
潰
上
荷
舶
は
積
荷
を
禁
じ
白
れ
て
い
た
。

こ
の
草
保
九
年
の
舶
数
七
十
八
慢
は
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
六
ケ
演
舟
株
七
十
八
株
と
し
て
固
定
し
、
舟
株
の
責
貿
や
質
入
も
行

は
れ
る
よ
ラ
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
新
規
の
上
荷
佑
管
業
は
禁
止
さ
れ
、
従
来
か
ら
の
上
荷
般
七
十
八
般
に
射
し
て
、

一
般
一
株
と

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
舟
株
に
つ
い
て
「
印
札
」
が
一
つ
下
問
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
舟
株
制
度
は
、
大
き

い
濁
占
格
と
多
数
の
舟
株
を
も
ち
つ
〉
も
近
背
中
期
以
後
凋
落
途
上
に
あ
っ
た
淀
二
十
石
舶
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か

ら
殻
展
し
よ
う
と
し
て
い
た
六
ケ
演
上
荷
舶
に
と
っ
て
は
重
大
な
制
約
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
安
本
八
年
内
リ
始
め
て
の
無
株
給
取
締
に

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
理
由
}
研
究

第
七
十
一
一
巻

」ーノ、

第
一
一
民

四
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L
て
は
、

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
白
一
研
究

一
六
回
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第
七
十
三
省

し
て
、
六
ケ
演
で
は
或
ひ
は
「
領
主
御
役
船
」
で
あ
る
と
い
ひ
、
或
ひ
は
前
々
か
ら
一
株
二
曲
目
宛
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
、
取
締
を
脆

「
官
時
有
舶
百
三
十
四
股
」
の
中
で
五
十
六
股
が
無
株
般
と
し
て
減
舟
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
封

れ
よ
う
よ
う
と
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
木
浩
川
筋
舟
株
制
は
、
既
に
獲
得
し
た
舟
運
濁
占
の
利
益
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
過
菩
柏
問
屋
の
要
望
示
、
舟
運
営
業

を
統
制
し
て
「
公
儀
御
役
」
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
封
建
的
槽
力
に
よ
っ
て
容
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
六
グ
演
上
荷
舶
の
よ
う
な
在

方
舟
問
屋
の
伸
長
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
後
期
に
表
面
化
す
る
淀
二
十
石
柑
と
六
ケ
演
上
荷
船
と
の
封
立
や
、
六
ケ
潰
上

荷
仙
市
内
部
に
お
け
る
枯
株
持
と
水
主
及
び
加
子
と
の
闘
係
も
、
こ
の
舟
株
制
備
が
そ
の
中
心
珂
題
と
な
っ
て
い
る
。

一E

「
日
本
陸
海
水
利
慣
符
の
史
的
研
究
し
、
事
争
村
俊
夫

一
万
文
二
年
1
全
五
年
、
湯
船
村
等
和
東
郷
内
村
方
と
和
東
郷
木
屋
村
舟
同
屋
と
の
守
論
文
書

相
柴
郡
諮

賓
永
入
年
、
湯
柏
村
等
和
東
郷
と
信
州
開
地
十
入
ケ
村
の
与
論
文
書

相
磯
部
誌

寛
程
、
間
相
等
白
「
職
送
御
請
書
」
に
多
く
み
ら
れ
る
。

桐
繋
郡
誌

近
世
交
通
兄
研
究
、
黒
羽
兵
冶
郎

六
ケ
潰
共
同
で
は
な
〈
て
、
上
続
三
演
の
「
舟
持
共
」
と
な
っ
て
い
る
@
六
ケ
潰
骨
株
の
呼
構
は
出

τ
い
な
い
。

賓
求
人
年
、
木
屋
村
舟
問
屋
と
湯
船
村
等
制
東
郷
村
方
と
の
李
論
文
書

何回l)(10) (9) (8)ケ)(6) (5) (4) (日)

近
世
後
期
の
六
ケ
演
舟
株



和
東
郷
の
物
産
は
、
山
越
え
に
木
居
村
演
に
逗
ば
れ
て
、
そ
こ
か
ら
津
出
し
さ
れ
て
い
た
が
、
郷

内
農
民
に
と
っ
て
、
木
屋
村
浅
ま
で
の
披
出
が
な
か
な
か
容
易
で
な
か
っ
た
o

そ
こ
で
、
賓
暦
九
年
に
は
、
和
束
郷
湯
崎
村
か
ら
瓶
原

1 

和
東
川
町
高
瀬
舟
開
通

郷
井
平
尾
村
宜
で
三
阜
の
道
程
を
貫
流
し
て
い
る
和
東
川
に
高
瀬
舟
=
一
十
飽
を
通
姑
さ
せ
る
計
劃
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
和
束
川
は

水
量
の
少
な
い
渓
流
で
あ
り
、
そ
の
う
え
に
、
瓶
原
郷
二
千
四
百
石
を
養
う
用
水
井
堰
た
る
「
大
井
手
」
を
は
じ
め
、
多
く
の
「
井

閥
」
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
破
損
し
な
い
で
通
枯
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
の
は
な
か
な
か
の
難
事
業
で
あ
っ
た
。
賢
暦
の
計
劃
は
途
中

で
費
用
不
足
の
た
め
に
中
絶
し
、
寛
政
九
年
改
め
て
瓶
原
郷
と
一
札
を
取
替
し

三
月
上
旬
よ
り
八
月
晦
迄
(
用
水
を
あ
げ
る
た
め
に
井

闘
を
閉
鎖
し
て
い
る
期
間
】
は
一
切
通
枯
し
な
い
こ
と
、
通
舶
に
よ
っ
て
井
闘
や
堤
防
が
破
損
し
た
節
忙
は
、
舟
方
か
ら
修
理
す
る
こ
と
、

等
々
を
約
束
し
て
開
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
の
奥
地
に
も
商
品
出
荷
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
こ
う
し
た
枝
川

に
ま
で
舟
還
が
伸
長
し
た
こ
と
を
示
す
も
り
と
い
え
よ
う
。
こ
の
和
束
川
舟
還
の
開
通
に
よ
っ
て
、
和
東
郷
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
奥
筋

た
る
信
融
市
郷
の
物
産
ま
で
も
、
瓶
原
積
か
ら
上
荷
舶
に
積
替
主
ら
れ
て
、
京
阪
地
方
に
運
漕
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
瓶
原
演
舟
問
屋
が

後
述
の
よ
う
に
稜
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ゐ
。

2 

淀
二
十
石
船
と
六
ケ
潰
上
荷
船

淀
二
十
石
舶
は
、
過
書
柏
と
し
て
木
梓
川
筋
を
上
下
し
、
何
慮
の
演
か
ら
で
も
自
由
に
積

荷
を
し
て
大
阪
に
直
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
六
ケ
演
上
術
舶
は
、
そ
の
活
動
範
聞
も
淀
昏
所
よ
り
上
流
伏
見
迄
の
聞

に
限
ら
れ
、
積
荷
も
木
津
川
筋
の
漬
か
ら
出
荷
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
o

従
っ
て
、
蹄
路
は
必
ず
益
般
で
輔
ら
ね
ば
な
ら
ず
、

京
阪
地
域
か
ら
購
入
す
る
肥
料
や
干
魚
其
他
農
家
の
需
要
す
る
入
街
物
は
、
全
部
淀
二
卜
石
舶
の
潤
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
o

そ
し

て
、
六
ケ
演
上
荷
船
も
、
過
書
船
支
配
方
た
る
木
村
角
倉
雨
家
の
統
制
下
に
あ
り
、
支
配
方
の
取
分
た
る
「
上
げ
米
」
は
負
摘
し
て

い
な
い
が
、
木
津
川
筋
の
公
儀
役
舶
の
負
携
を
ひ
き
う
け
て
い
た
。
近
世
後
期
の
年
々
の
「
六
ケ
演
舟
方
勘
定
限
」
に
よ
る
と
、
領
主

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
の
一
研
究

第
七
十
二
巻

-
六
王

第

按

四
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の
年
貰
米
間
叫
也
、
滋
見
役
人
の
乗
船
及
び
接
待
等
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
共
他
、
木
村
角
倉
雨
家
へ
の
臨
時
の
献
銀
割
賦
が
註

世
後
期
に
は
多
く
み
ら
れ
る
。

「
小
廻
シ
場
所
」
と
し
て
「
上
ゲ
米
」
を
金
〈
免
除
さ
れ
て
い
た
中
期
頃
ま
で
は
、
六
ケ
潰
上
柑
舶
は

全
〈
淀
二
十
石
舶
の

F
に
随
従
す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
む
し
ろ
、
在
方
仲
買
や
商
人
と
の
閥
係
に
あ
っ
た
。
断
惑
の
元
誠
八
年
の

竹
筏
取
締
願
も
そ
の
一
つ
で
あ
品
。
究
延
三
年
に
は
、
瓶
原
井
千
尾
村
の
奥
右
衛
門
が
「
無
株
勝
手
に
」
問
屋
と
開
閉
し
て
舟
運
業
を
始

め
た
の
に
謝
し
て
、
六
ケ
演
上
術
舶
か
ら
訴
訟
し
て
止
め
さ
せ
て
い
る
等
の
例
が
多
い
。

淀
二
十
石
舶
に
と
っ
℃
は
、
木
津
川
は
そ
の
働
場
所
の
一
枝
川
に
過
ぎ
ず
、
六
ケ
潰
上
荷
舶
が
ま
だ
数
も
少
な
く
て
、
淀
舶
の
支
配

に
甘
ん
じ
て
い
る
聞
は
、
問
題
は
起

6
な
か
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
、
淀
二
十
石
舶
が
、
淀
川
本
流
筋
で
は
、
一
一
一
十
石
舶
平
伏
見

舶
等
に
盤
迫
さ
れ
て
表
徴
し
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
問
題
が
生
じ
て
き
た
。
即
ち
、
二
十
石
粕
は
、
衰
運
を
理
回
せ
ん
と
し
て
、
木

古
川
筋
の
よ
う
な
枝
川
の
舟
積
待
物
を
も
漁
り
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
既
に
、
木
津
川
舟
運
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
地
の

利
を
占
め
て
「
居
演
荷
物
」
を
盛
ん
に
積
出
し
て
い
た
六
「
演
よ
荷
船
は
、
舶
歎
も
増
加
し
、
淀
二
十
石
般
の
強
力
及
競
宰
者
と
な
っ

て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
舟
株
持
は
、
夫
人
付
の
局
村
の
地
主
で
あ
り
、
村
役
人
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
六

r
演
よ
街
舶
は
有
利
で

あ
っ
た
。
(
石
井
家
も
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
近
世
後
期
に
は
大
き
い
地
主
と
な
っ
て
い
る
J

そ
し
て
、
六
ケ
積
上
荷
舶
の
踏
数
は
、
安
武
年
聞

に
は
享
保
期
の
二
倍
近
く
に
増
加
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
遁
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
城
践
に
か
ん
が
み
、
淀
一
十
石
川
町
は
、
木
村
角
倉
雨
中
戒
を
通
じ
て
六
ケ
演
の
舟
数
を
制
限
し
よ
う
と
し
、
安
永
八
年
以

後
、
度
々
無
株
舶
の
取
締
方
を
要
求
し
た
。
文
化
十
↑
年
淀
舵
と
六
ケ
潰
上
荷
紬
と
の
宰
論
文
書
に
、

「
淀
過
書
武
拾
石
船
木
津
川
筋

東
働
き
之
能
、
近
年
諸
積
共
出
街
物
少
夕
、
一
来
働
き
表
徴
致
し
、
舟
数
相
誠
し
、
困
窮
相
成
、
木
梓
川
筋
六
ケ
積
無
株
般
活
増
し
、
淀

舟
持
共
一
一
同
難
儀
一
一
候

r
(中
時
〕
:
過
吾
定
法
之
週
、
一
株
一
般
宛
-
一
被
仰
渡
候
様
々
々
:
」
と
あ
る
の
が
淀
方
の
言
分
で
あ
る
。



こ
れ
に
謝
し
て
、
六
ケ
演
の
中
で
、
加
茂
笠
置
の
二
演
は
「
岬
領
主
藤
賞
和
泉
守
様
御
用
枯
御
差
玄
之
儀
を
申
立
て
、
減
舟
不
容
易
」

と
L
、
瓶
原
演
は
「
伊
勢
日
光
例
幣
使
料
米
、
承
鷹
以
来
運
送
致

L
候
一
一
付
、
首
時
有
船
十
八
般
之
内
、
株
外
十
二
陣
減
舟
致
候
而
者

方
運
送
差
支
之
旨
申
立
人
々
々
」
と

L
て
い
る
。
か
く
て
、
安
永
八
年
以
后
、
度
々
無
株
舶
の
吟
味
取
調
が
行
は
れ
て
い
る
が
、
夫
々
領

主
御
用
舶
を
名
目
に
し
て
い
る
の
で
減
舟
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
結
局
、
こ
れ
以
上
の
増
船
を
抑
え
る
経
度
に
と
刊
泊
ま
っ
て
い
る
。

淀
舶
は
其
後
も
十
一
衰
微
の
一
途
を
た
ど
り
、
天
保
七
年
に
は
、
淀
川
筋

倉
雨
家
を
通
じ
て
し
ハ
ケ
演
舟
方
の
救
援
を
求
め
て
い
る
。
六
ケ
潰
舟
方
の
中
に
は
、
淀
二
十
石
舶
の
胎
株
を
借
り
て
運
漕
業
を
営
む
も

宇
治
川
筋
の
「
御
城
米
御
役
舶
」
に
つ
い
て
も
、
木
村
・
角

の
も
増
加
し
、
文
化
年
間
に
は
「
淀
二
十
石
船
貸
株
」
を
取
締
っ
て
い
る
が
、
闘
行
せ
ら
れ
な
い
で
逆
に
増
加
し
た
も
の
の
如
く
、
一
克

治
一
冗
年
の
「
申
渡
」
に
は

「
首
時
無
株
白
億
一
一
働
罷
在
候
枯
-
一
十
四
理
者
右
潰
々
よ
り
淀
二
十
石
方
江
差
戻
、

以
来
決
而
狽
-
一
借
貸

等
不
仕
、
御
用
舶
之
差
支
不
相
成
様
:
-
」
と
み
え
て
い
る
。
史
に
幕
末
の
動
乱
期
に
は
、
幕
府
及
び
領
主
の
京
阪
聞
の
往
還
が
頻
繁

に
な
り
、
過
寄
贈
の
「
御
用
便
船
」
も
多
く
な
っ
て
、
淀
船
だ
け
で
は
聞
に
合
は
な
く
な
っ
た
た
め
、
文
久
年
間
の
持
軍
上
格
の
場
合

の
臨
時
御
用
舶
を
始
め
、
雨
後
、
大
阪
常
通
船
三
十
慢
を
六
ケ
漬
か
ら
だ
す
こ
と
に
さ
え
な
っ
た
o
そ
し
て
、
そ
の
三
十
般
に
つ
い
て

は
、
木
津
川
筋
荷
物
を
大
阪
ま
で
直
謹
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、

末
に
は
、
淀
二
十
石
舶
の
濁
占
地
域
に
ま
で
進
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る

Q

「
上
ゲ
米
」
を
淀
二
十
石
結
同
様
に
負
携
し
て
い
る
。
か
く
て
、
近
世

し
か
し
、
六
ケ
演
会
部
が
同
一
の
歩
調
で
、
こ
う
し
た
進
山
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
最
も
伸
展
し
た
の
は
、
上
流
三
演
℃

胃
潰
か
ら
の
出
荷
物
の
多
い
笠
置
加
茂
瓶
原
で
あ
る
。
昼
下
流
の
一
口
演
は
、
嘉
永
年
間
抵
に
哀
微
の
欣
態
に
あ
っ
た
。

と
遼
ひ
、
屑
演
出
荷
物
無
御
座
倹
問
、
外
積
江
田
稼
渡
出
龍
在
候
産
、
近
来
不
景
気
}
一
而
一
体
出
街
物
無
数
-
一
相
成
候
土
、
諸
色
高
値

一
一
而
近
年
間
窮
仕
、
衆
槙
出
来
不
申
、
女
持
ニ
船
働
相
休
罷
在
候
得
共
、
御
用
御
役
船
等
者
矢
張
寸
八
株
之
割
合
を
以
相
動
居
、
以
繭

「
外
積

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
の
一
研
究

第
七
十
二
巻

一
六
七

第

披

四
五



近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
白
一
研
究

困
窮
仕
り

i
:
」
と
い
ひ
、
瓶
原
演
へ
六
株
分
を
譲
渡
し
て
い
る
ロ
即
ち
、
近
世
後
期
に
は
、
出
荷
地
で
あ
る
奥
筋
の
舟
讃
の
繁
柴
に

第
甘
十
三
巻

f、
1¥. 

第

按

四
六

比
し
て
、
出
荷
地
で
な
い
績
の
舟
稼
ぎ
は
衰
微
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
淀
二
十
石
船
と
六
ケ
潰

上
荷
船
と
の
聞
に
つ
い
て
も
言
ひ
う
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
六
ケ
演
上
術
舶
は
、
は
じ
め
は
淀
二
十
石
舶
の
封
建
的
調
占
植
に
附
着
し
て
、
六
ケ
演
以
外
の
舟
稼
業
を
抑
墜
し
つ
〉

愛
展
し
て
き
た
が
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
淀
二
十
石
舶
の
猪
占
的
利
益
を
蚕
食
し
て
伸
展
せ
ん
と
す
る
形
勢
を
ま
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
封
建
的
濁
占
棒
を
排
除
し
、
そ
れ
を
保
一
読
し
て
い
る
封
建
的
秩
序
そ
の
も
の
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で

は
な
く
て
、
淀
般
に
代
っ
て
、
自
ら
封
建
的
調
占
植
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
は
、
舟
株
の
所
有
関
係
を
中

心
と
し
た
ι
ハ
ケ
演
上
荷
舶
の
内
部
構
造
の
理
化
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
な
る
で
あ
る
う

G

結
株
持
と
水
主
及
び
加
ず
舟
株
は
舟
稼
ぎ
の
営
業
構
で
あ
り
、
舟
株
の
寅
買
詩
文
に
は
営
業
許
可
誇
た
る
「
舟
印
札
」
が

3 
必
ず
明
記
さ
れ
て
い
る
。
石
井
家
文
書
に
よ
る
と
舟
株
の
質
入

責
買
等
が
盛
ん
に
行
は
れ
て
い
る
の
は
文
政
以
后
で
あ
る
が
、
慨
に

延
享
三
年
に
も
舟
株
質
入
の
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
質
入
値
段
は
一
株
銀
四
百
四
十
八
匁
で
あ
っ
た
。
文
政
年
間
の
質
入
値
段
で
は
銀

一
貫
匁
、
天
保
に
は
二
貫
匁
に
な
っ
て
い
る
。
賞
時
の
米
債
騰
貴
を
考
慮
に
-
入
れ
て
も
、
な
仕
舟
株
値
段
の
騰
買
の
方
が
大
き
い
。
こ

の
舟
株
偲
段
は
質
入
値
段
で
あ
る
が
、
寅
買
値
段
も
大
差
な
い
。
舟
株
責
買
に
は
舟
も
一
諸
に
引
渡
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ

の
値
段
は
聞
な
る
舟
そ
の
も
の
の
値
段
で
は
な
い
。
萱
株
に
つ
い
て
二
腿
の
舟
を
添
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
船
道
具
一
式
を
加
え
る
場

要
す
る
に
舟
株
は
封
建
的
諸
制
限
の
下
に
保
詮
さ
れ
た
舟
稼
ぎ
の
替
業
調
占

櫓
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
猪
占
保
設
に
謝
し
て
、
公
儀
御
用
役
帥
聞
や
冥
加
銀
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

合
も
あ
り
.
ま
た
「
御
印
札
」
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。

無
株
舶
の
増
加
は
、
舟
株
所
有
者
の
凋
占
檎
を
排
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
つ

τ、
舟
株
制
の
上
に
た
て
ら
れ
て
い
る
封
建



L 

的
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
厳
重
に
取
締
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
六
「
演
ム
荷
般
は
、
淀
二
十
石
崎
等
に
封
し
て
は
無
株
般
を
増

加
し
つ
つ
、
他
酉
、
木
津
川
筋
の
新
規
無
株
般
に
射
し
て
は
、
無
株
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
取
締
り
金
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

L
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
、
木
津
川
筋
で
は
六
ケ
額
上
荷
粕
株
の
潤
占
椿
が
強
固
に
な
る
と
、
こ
れ
に
封
抗
す
る
新
規
の
企
て
は
少
く

な
っ
て
、
六
ケ
讃
舟
株
の
寅
買
質
入
が
盛
ん
に
な
り
、
舟
株
は
少
数
の
地
主
や
省
農
の
手
に
集
中
し
た
。
そ
し
て
、
近
世
中
期
以
後
首

地
方
に
も
一
般
化
し
て
い
た
地
主
小
作
閥
係
に
匹
敵
す
る
舟
株
主
と
舟
株
借
用
人
と
に
分
化
し
て
き
た
の

E
あ
る
。

六
ケ
演
上
荷
結
は
水
主
一
人
、
加
子
一
人
!
二
人
忙
よ
っ
て
操
縦
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
舟
株
持
自
ら
が
水
主
と
し
て
舟
に
乗
る
場

合
は
例
外
的
で
あ
っ
て
、
舟
株
持
は
舟
問
屋
で
あ
り
、
水
主
に
は
舟
の
操
作
に
熟
練
し
た
も
の
が
一
躍
は
れ
た
c

加
子
は
水
主
の
差
圃
を

う
け
て
働
く
未
熟
練
者
や
見
習
子
弟
が
多
い
。
そ
し
て
、
水
主
加
子
の
賃
銀
は
歩
合
制
で
あ
り
、
舟
賃
あ
が
り
高
の
三
割
五
分
を
舟
株

持
の
取
分
(
上
げ
銭
と
い
っ
て
い
る
)
と
し
、
抽
出
り
六
割
五
分
を
水
主
及
び
加
子
で
分
即
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
外
、
年
々
の

舟
床
銭
(
時
株
借
賃
)
を
舟
株
持
主
に
納
め
て
、
水
主
が
自
分
の
持
舟
で
経
営
す
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
舟
株
と
一
諸
に
舟
や
舟
道
具
も
借
塙
し
て
舟
床
銭
を
納
め
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
舟
尿
銭
は
年
七
貫
文
飴
が
普
通
で
あ
る
。

舶
株
責
買
設
文
に
も
舟
床
銭
を
附
記
1

じ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の
は
、
舟
床
銭
を
目
的
と
し
た
般
株
所
有
が
-
般
化
し
て
い

(
嘉
永
年
代
)

る
こ
と
を
不
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
場
合
の
御
用
役
舶
は
、
般
株
借
用
人
が
精
株
持
主
の
差
圃
を
う
け
て
負
指
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
即
ち
舶
株
借
用
人
は
御
用
佼
踏
と
舟
床
銭
と
の
雨
方
を
負
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

幕
末
に
な
る
と
、
水
主
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
舟
株
制
度
の
制
約
を
肱
れ
て
、
自
由
営
業
を
試
み
る
も
の
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。
「
首
時
、
瓶
原
木
屋
潰
等
一
一
而
、
武
拾
石
方
と
双
方
水
主
共
限
一
一
一
向
株
札
印
紙
も
無
之
、
自
僅

-
一
致
貸
借
候
向
茂
有
之
趣
、
右
者
会
無
株
之
舶
一
一
水
主
共
勝
手
に
乗
働
侯
女
第
一
一
而
甚
不
採
至
極
之
事
ニ
思
召
候
」
、

nt 
師

加
茂

「
営
時
給
数

近
世
に
お
け
る
木
源
川
舟
運
の
一
研
究

第
七
十
二
巻

ノ、
九

第

競

四
七



近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
濯
の
一
研
究

第
也
十
二
巻

七
O 

第

競

四
人

無
数
之
折
柄
御
用
船
之
義
文
-
一
茂
相
成
、
於
六
ケ
積
一
一
者
七
十
八
般
之
元
株
舶
迄
茂
相
捨
、
右
貸
株
一
一
乗
替
之
儀
相
固
論
見
候
水
主
宍

茂
有
之
・
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
舟
株
制
を
否
定
し
て
封
建
的
秩
序
を
掘
り
崩
し
て
い
く
も
の
は
、
地
主
的
な
間
厚
た
る
舟
株
持
で

は
な
く
て
、
そ
の
下
に
舟
稼
ぎ
を
し
て
い
る
水
主
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
亡
六
ケ
積
七
十
八
般
の
「
元
株
枯
」
を
も
捨
て
〉
「
株
札
印

祇
」
も
無
く
て
舟
稼
ぎ
を
目
論
む
者
の
出
現
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

倒的 ω陶

寛
政
九
年
、
湯
胎
村
幸
と
瓶
原
綿
と
の
「
潟
服
審
一
札
之
事
」
実
他
和
束
川
高
瀬
舟
開
通
関
係
文
書

現
今
ち
は
木
津
川
会
般
に
水
量
ポ
減
じ
、
和
東
川
に
も
高
瀬
舟
が
通
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
う
な
猷
況
に
な
っ
て
い
る
。

嘉
武
三
年
、
一
口
村
潰
よ
め
瓶
原
潰
え
の
舟
株
譲
h

り
吠

防
株
借
用
語
交
の
-
例

附
株
借
用
語
文
之
事

拙
者
儀

此
度
紬
穣
致
シ
度
候
ニ
付
、
段
々
以
一
一
仲
人
↑
其
兎
般
相
周
申
上
候
庭
、
早
速
御
承
知
被
v
下
候
而
舶
働
之
儀
者
不
ν
及
v
申
、
舶
株
借
用
被
v
下
以

誠
一
一
有
難
仕
合
ニ
車
v
存
候
、
則
船
床
銭
年
七
貫
武
育
交
と
御
廠
メ
六
ヶ
月
二
一
一
員
六
百
文
宛
無
ν
滞
上
納
可
仕
候
、
尤
御
用
船
之
義
者
何
時
而

も
相
勤
可
申
俣

嘉
永
三
戊
年
七
月

借
用
人

詩

人

全

助

@ 

全某喜

船
方九

郎
右
南
門
融

。司

元
治
一
万
年
、
船
貸
株
取
締
一
件
文
書
、
過
書
船
安
剖
方
よ
り
附
株
惣
代
え
の
文
書



四

明
治
初
期
の
六
ケ
讃
舟
株

慶
廉
四
年
九
月
、
六
ケ
潰
惣
代
か
ら
支
野
方
へ
提
出
し
た
「
新
規
上
下
働
キ
新
借
歎
願
書
」
は
、
明
治
維
新
首
時
に
お
け
る
上
荷
船

と
し
て
の
希
望
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
o

即
ち
「
六
F
潰
上
荷
船
併
-
一
淀
サ
石
崎
共
御
用
枯
者
前
々

J
定
り
候
通
相
勤
来
申
候
、
然
ル

庭
六
ケ
潰
上
荷
般
一
-
限
り
片
道
之
働
キ
-
一
而
難
瀧
仕
侯
閥
、
毎
一
一
上
下
之
働
之
義
御
願
奉
申
上
中
模
属
候
得
共
淀
サ
石
方
に
お
い
て

故
治 障
川 申
、jz.

烏候
司君 : 

) I!営

桂富
川一
筋新

上之
下折
働柄
仕に
罷も
在御
候座
慮候

庭

字淀
i潰 f仕
上石
荷舵
向者
方ァh
"主主

淀忠
吉玉

居室
り三J

受 t.c.
ヶ ι
投手
刷、

余
計

乗
働
~f

々
右
廿
石
踏
方

吐 木 瓶 力日 笠 演
青f

口 師 津 原 茂 置 名

株
七

六一 政J¥. 八ν ー一 九 ，、- 七

上荷船監
五

O 九 人 y、、

柴

舶
主 ー
ι 〆、 O 九 ~ O ー/」、 敏

計
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〔
〕
仕
醤
株
敏

近
世
に
お
け
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木
津
川
舟
還
の
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淀
川
筋
上
下
之
働
共
の
外
字

紅
株
料
差
出
シ
罷
在
候
・
此
度
新
規
-
一
舶
株
百
般
御
免
被
混
成
下
候
様

此
段
章
願
上
候
。
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
、

「
御
一
新
」
に
な
っ
た

淀
二
十
石
船
主
阿
様
に
「
上
下
働
」
を
許
し
て
ほ

し
い
、
そ
し
て
、
淀
二
十
石
舶
の
借
株
を
や
め
て
、
抽
株
百
般
八
す
を
増

の
で
あ
る
か
ら
、

加
し
た
い
と
い
う
の
が
‘
歎
願
書
の
要
旨
で
あ
る
。

こ
れ
に
艶

L
て
、
明
治
新
政
の
理
想
は
、
明
治
二
年
七
月
の
「
京
都

府
布
建
」
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
く
、

「
諸
物
を
運
輸
し
、
世

上
之
融
通
を
な
す
事
、
舟
筏
最
も
共
用
大
な
り
。
然
ル
に
醤
来
の
隔
習

に
て
、
先
前

t
之
持
主
或
者
共
掛
り
之
向
等

t
兎
角
差
安
り
申
立
候
儀

も
有
之
哉
-
一
而
新
遣
相
調
乗
候
儀
も
在
之
由
之
慮
、
全
ノ
ヘ
水
利
開
通

艶
七
十
一
一
巻

七

第

競

四

九



近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
運
の
一
研
究

‘E 

世
釜
を
備
へ
可
申
と
の
御
趣
意
-
一
戻
り
候
事
に
付
、
向
後
者
相
改
め
製
透
勝
千
-
一
差
免
候
焼
、
般
教
相
増
用
便
相
叶
候
様
心
掛
候
事
:
・
」

と
。
即
ち
、
新
盆
舶
勝
手
女
第
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
舟
株
制
度
の
授
止
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
舟
運
替
業
株
況
を

詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
報
青
書
の
控
に
よ
っ
て
、
首
時
の
六
ケ
演
の
赦
況
を
み
よ
う
。
舟
株
及
び
舟
数
を
演
別
に
み
る
と
表

の
過
と
な
る
。

w軍演演出し荷物取扱量〈明治 2年)

潰名 i荷 物 品 名 問敏量崎 備 考

信繁瀬戸物 4800 1駄ハ8懐分

育 物 900 
東

茨 100 

板 1900 
演

茶 950 

石物、濫、其他 850 石物J、砥石

分
木 柴 5800 

ノト 計 15900 

西潰分|主柴、俵~J 3750 I育ろ物い、 茶が、昼班、 其他い
ろ ってし，る白

合 計| 19650 I 

第
七
十
一
一
省

七

第
三
掠

五
O 

右
の
帆
柄
数
に
は
淀
二
十
石
般
か
ら
の
借
株
舶
は
入
っ
て
い
な
い
。

元
治
元
年
の
借
株
二
十
四
株
を
も
計
算
に
入
れ
る
と
、
一
株
一
般
の

遁
書
般
株
原
則
に
封
し
て
、
約
三
倍
の
結
敢
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
瓶
原
額
十
二
株
は
一
口
演
か
ら
六
株
を
譲
渡
さ
れ
て
埼

外
に
淀
か
ら
の
借
株
三
株
が
あ
る
。
か
く

加
L
た
も
の
で
あ
り
、

て
、
舟
株
数
を
基
準
に
し
た
御
用
役
舶
其
他
の
負
強
の
割
賦
が
い
か

に
不
合
理
に
な
っ
て
い
た
か
知
ら
れ
る

Q

瓶
原
揖
聞
の
舟
持
を
み
る

と
、
上
荷
舶
二
十
一
般
〔
2

一
般
は
淀
か
ら
の
借
株
〕
の
持
主
は
、
九
般
一

人
、
六
般
一
人
、
=
一
般
一
一
人
で
あ
っ
て
、
四
人
の
舟
持
に
よ
っ
て
舟

問
屋
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
運
替
は
惣
代
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
い
る
。

舟
一
般
毎
に
水
主
が
定
ま
り
、
歩
合
制
で
乗
働
き
を
し
て
い
る
。

瓶
原
演
一
年
間
の
取
扱
荷
物
は
別
表
の
通
で
あ
る
。
相
肌
原
演
は
和

東
川
高
瀬
舟
開
通
以
来
、
和
東
郷

信
州
鼎
郷
の
産
物
を
多
く
演
出
L



て
い
る
。
信
楽
瀬
戸
物
は
有
名
な
信
築
廃
で
あ
り
、
淀
を
中
継
地
と
し
て
大
阪
へ
搬
出
せ
ら
れ
た
。
青
物
は
和
束
柳
川
の
柿

サ
ピ
h
T
瓶
原
郷
の
里
芋
甘
藷
等
で
あ
る
。
茶
は
信
柴
郷
和
東
郷
の
産
で
あ
る
。
石
物
は
和
東
郷
の
砥
石
類
、
慨
は
蹴
柿
か
ら
と
る

柿
躍
で
あ
る
。
淵
閉
同
物
以
外
は
多
〈
は
伏
見
へ
搬
出
せ
ら
れ
た
。
米
が
荷
物
の
中
に
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
多
く
が
年

干
柿
目
フ

貢
米
と
し
て
回
漕
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
明
治
三
年
の
「
瓶
原
演
御
用
品
町
方
莞
」
に
よ
る
と
、
同
年
瓶
原
潰
出
し
の
米
は
六
百

六
十
一
一
石
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
年
貢
米
運
漕
の
場
合
に
は
、
運
賃
は
な
く
‘
唯
水
主
の
飯
料
と
し
て
米
六
升

l
九
升
が
村
方
か
ら
支

挽
は
れ
た
。

瓶
原
演
以
外
に
つ
い
て
は
資
料
が
な
い
の
で
明
ら
か
に
は
な
し
え
な
い
が
、

ほ
ぜ
同
様
な
問
屋
運
替
が
行
ば
れ
て
い
た
も
の
と
み
う

る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
詳
細
な
調
査
を
し
た
後
、
明
治
三
年
御
用
役
姑
及
び
舟
扶
制
度
を
廃
止
し
、

「
一
体
ニ
止
城
闘
牛
、
逼
法
小
廻
シ
純
一
般

f寸

一
ヶ
月
一
貫
文
宛
税
納
申
付
侯
事
」
と
し
、
舶
改
所
で
は
荷
物
送
り
欣
を
検
査
す
る
こ
と
を
や
め
、
鑑
札
に
よ
る
こ
主
と
し
て

い
る
。こ

う
し
た
租
税
負
揚
が
、
舟
運
営
業
に
如
何
な
る
影
響
を
具
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
負
指
の
斌
況
を
、
そ
れ
以
前
の
場
合
と
比
較

し
て
み
よ
う
G

明
治
二
年
後
半
期
の
六
ケ
潰
諸
入
用
合
計
は
三
百
五
十
八
賞
四
百
文
、

一
般
に
割
付
け
て
、

二
貫
一
一
百
五
十
文
除
と
な

っ
て
い
る
。
諸
入
用
の
内
諜
は
、
諸
役
人
巡
見
の
費
用
、
共
他
御
周
役
舶
の
費
用
と
共
に
、
治
川
費
、
六
ケ
演
共
同
の
問
屋
経
費
等
で

あ
り
、
年
々
若
干
の
費
動
は
あ
る
に
し
て
も
、
ム
半
期
と
下
宇
期
と
で
あ
ま
り
大
き
な
差
具
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
従
っ
て
、
年

閣
の
諸
掛
り
一
般
に
つ
ぎ
五
貫
文
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
御
用
役
舶
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
も
、
こ
の
諸
掛
は
全
く
無
く
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
し
て
、
新
た
に
月
一
貫
文
、
年
に
十
二
貫
文
の
租
杭
が
賦
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
瓶
原
抽
出
舟
問
屋
記
録
に
よ
る
と
、
舶

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
謹
由
一
研
究
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五

問
屋
は
舟
持
惣
代
に
よ
っ
て
運
替
さ
れ
、
舟
働
き
の
運
賃
上
り
高
の
中
か
ら
三
割
五
分
を
「
よ
げ
銭
」
と
し
て
記
帳
し
、

一
年
の
終
り

に
諸
掛
り
を
差
引
い
て
舟
持
に
分
配
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治
三
年
五
月
か
ら
は
、
そ
の
「
上
げ
銭
」
の
中
か
ら
月
々
の
酒
税

を
も
納
め
て
き
た
が
、
五
月
に
は
税
金
が
挽
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
年
の
般
持
惣
代
石
井
九
郎
右
衛
門
が
、
他
の
舟
持
に
あ
て
た
書

「
準
々
舶
方
二
付
御
用
多
く
、
夫
一
一
付
度
々
入
用
等
相
掛
り
可
申
侯
-
一
付
・
:
・
諸
色
中
々
多
分
相
掛
り
、
御
集
之
毒
コ

商
に
よ
る
と
、

存
侯
へ
共
、
月
納
之
分
(
新
穂
の
分
)
丈
け
御
出
銭
被
下
度
~

此
段
御
願
申
侯

4

・
」
と
モ
の
鍔
快
を
訴
え
て
い
る
。
即
ち
、

向
叉
惣
代
之
義
も
何
卒
近
日
御
相
談
被
下
侯
而
、
私

御
用
役
舶
の
制
は
無
く
な
っ
た
が
、
何
か
と
「
御
用
入
用

相
官
役
致
シ
度
候
間
:
(
後
略
)

」
が
多
く
、
そ
の
上
に
月
納
新
穂
を
納
め
る
こ
と
は
、
舟
持
の
「
上
げ
銭
」
で
は
ま
か
な
い
守
れ
な
/
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
舟
持
に
よ
る
問
屋
運
替
は
破
滅
に
瀕
し
て
き
た
。
こ
の
劉
策
に
は
、
運
賃
値
上
平
水
主
取
分
の
歩
合
引
下
に
よ
っ
て
、
員

捲
を
他
に
惇
嫁
す
る
方
法
か
、

ま
た
は
問
屋
蓮
替
を
合
理
化
し
て
舟
持
の
利
潤
を
多
〈
す
る
か
し
か
な
い
。
運
賃
は
、
こ
う
し
た
小
廻

L
場
所
で
あ
り
、
舟
運
荷
物
は
農
家
副
業
の
生
産
物
左
は
い
え
商
品
在
し
て
輸
送
さ
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
暗
に
値
上
す
る
こ
し
L

は
出
来
な
い
。
水
主
・
加
子
の
取
八
す
に
つ
い
て
も
、
「
六
割
五
令
」
の
取
分
を
更
に
引
下
げ
る
と
と
は
難
し
く
、
土
地
所
有
の
場
合
の

よ
う
に
は
い
か
な
い
。
明
治
五
年
、
大
阪
ま
で
の
直
通
舶
許
可
願
を
大
阪
府
に
だ
し
た
り
、
一
日
鵬
首
り
の
積
荷
を
多
く
す
る
た
め
に
、

二
十
石
積
、
三
十
石
積
中
に
は
五
十
石
積
に
ま
で
大
型
枯
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
第
欣
打
開
の
合
理
化
方
法
で
あ
っ

た。
し
か
し
全
般
的
に
は
衰
退
の
一
塗
を
た
ど
り
、
休
舶
願
と
舟
鑑
札
返
上
が
績
出
し
て
い
る
。
明
治
八
年
瓶
原
の
例
を
み
る
と
、
舟
持

d' 
=
一
人
、
拍
数
十
九
般
と
な
り
、
明
治
二
年
に
比
し
て
、
一
人
、
九
般
が
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
表
退
の
原
因
は
、
明
治
初

期
の
一
般
的
な
経
済
事
情
の
み
に
錦
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
首
地
方
に
織
道
が
開
通
し
て
舟
蓮
業
に
根
本
的
打
撃
を
奥
え
る
の
は
、



明
治
二
十
九
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
市
場
慣
格
の
饗
勤
に
伴
う
地
方
物
産
出
荷
量
の
増
減
は
、
舟
運
業
に
全
般
的
な
影
響
を

あ
た
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
明
治
二
年
!
八
年
の
聞
に
そ
れ
程
出
待
量
り
減
少
を
み
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
全
般
的
に
み
れ

ば
出
荷
量
は
増
加
し
、
購
入
品
も
漸
増
す
る
傾
間
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
殊
に
大
阪
と
の
聞
係
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
か
く
て

衰
退
の
根
本
は
新
税
負
櫓
に
よ
る
影
響
と

4
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
近
世
に
お
け
る
木
津
川
筋
六
F
演
の
上
荷
舶
に
つ
い
て
、
そ
の
鑓
迭
を
た
ど
っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
在
方
の

小
さ
い
舟
運
に
も
、
夫
々
地
方
町
特
質
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
中
に
設
展
の
段
階
的
な
特
質
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
舟

株
持
も
舟
稼
勢
働
者
も
共
に
農
民
で
あ
り
、
運
漕
さ
れ
る
積
荷
は
農
家
の
副
業
的
生
産
物
が
主
で
あ
っ
て
、
六
ケ
演
上
荷
般
の
消
長
そ

の
も
の
が
近
世
農
村
構
遣
の
十
瑛
と
し
て
慶
謹
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
世
農
村
の
構
造
媛
選
の
中
に
お
い
て
考
察

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
で
は
ま
こ
と
に
不
充
分
で
は
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら

E

、o
t
しE主

問
甘
藷
栽
培
H
H

近
世
後
期
に
は
院
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

て
い
る
。

(
相
楽
郡
誌
)
石
井
家
文
書
に
よ
る
と
石
井
家
で
も
且
芋
や
甘
藷
を
版
寛
し

近
世
に
お
け
る
木
津
川
舟
濯
の
一
研
究

第
七
十
二
省

七
五

第

掠

五




